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広報とよやま　令和3年7月号

町政あんない

特
　
集

町
政
あ
ん
な
い

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の

た
め
、
広
報
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト

な
ど
の
開
催
に
つ
い
て
変
更
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
公
共
施
設
の
利
用
に

つ
い
て
、
臨
時
に
閉
館
な
ど
を
実
施
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
最
新
の
情
報
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
各
問
合
せ

先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

Info

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
予
約

　

7
月
か
ら
、
60
歳
未
満
の
方
の
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
予
約
を
順
次
開
始
し

ま
す
。
詳
細
は
21
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

Info

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
へ
の

生
活
支
援
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

が
長
期
化
す
る
中
、
子
育
て
世
帯
の
支
援
の
た

め
、
「
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
」

を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者

①
②
の
両
方
に
当
て
は
ま
る
方

※
ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付
金
を
受
け
取
っ
た

方
を
除
き
ま
す
。

①
令
和
3
年
3
月
31
日
時
点
で
18
歳
未
満
の

児
童
（
障
害
児
の
場
合
は
20
歳
未
満
）
を
養
育

す
る
父
母
等

※
令
和
4
年
2
月
末
ま
で
に
生
ま
れ
た
新
生
児

等
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

②
令
和
3
年
度
住
民
税
（
均
等
割
）
が
非
課
税

の
方
、
又
は
令
和
3
年
1
月
1
日
以
降
の
収
入
が

急
変
し
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た
方

▼
支
給
手
続

ア　

令
和
3
年
4
月
分
の
児
童
手
当
か
特
別
児
童

扶
養
手
当
の
受
給
者
で
住
民
税
非
課
税
の
方

　

申
請
不
要
で
す
。
振
込
日
は
郵
送
で
通
知
し
ま

す
。
児
童
手
当
等
受
給
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

イ　

ア
以
外
の
方

　

（
例
、
収
入
が
急
変
し
た
方
）　

　

申
請
が
必
要
で
す
。
役
場
1
階
5
番
窓
口
福

祉
課
で
申
請
書
な
ど
を
お
渡
し
し
ま
す
。

▼
支
給
額　

児
童
1
人
当
た
り
5
万
円

▼
申
請
期
限　

令
和
4
年
2
月
28
日（
月
）ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

福
祉
課
子
育
て
支
援
係　

28
・
0
9
3
6

Info

子
ど
も
医
療
費
受
給
対
象
者

拡
大
に
関
す
る
手
続

　

町
で
は
、
子
ど
も
に
か
か
る
医
療
費
の
自
己

負
担
額
全
額
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
令
和
3
年

10
月
診
療
分
か
ら
、
子
ど
も
医
療
費
受
給
対
象

者
を
表
の
と
お
り
拡
大
し
ま
す
。
助
成
内
容
や

利
用
方
法
は
今
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

受
給
対
象
者
の
拡
大
に
あ
た
り
、
今
年
度
中

に
16
歳
か
ら
18
歳
に
到
達
さ
れ
る
方
は
、
子
ど

も
医
療
費
受
給
者
証
を
発
行
す
る
た
め
に
申
請

が
必
要
で
す
。
次
の
流
れ
で
申
請
手
続
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
対
象
者

　

今
年
度
中
に
16
歳
か
ら
18
歳
に
到
達
さ
れ
る

方
（
平
成
15
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
18
年
4
月

1
日
ま
で
に
出
生
さ
れ
た
方
）
で
、
障
害
者
医

療
、
精
神
障
害
者
医
療
又
は
母
子
・
父
子
家
庭

医
療
の
対
象
で
は
な
い
方

▼
申
請
方
法　

　

7
月
中
旬
に
受
給
者
証
の
交
付
申
請
書
を
保

険
課
か
ら
送
付
し
ま

す
。
必
要
事
項
を

記
入
し
受
給
対
象
と

な
る
お
子
様
の
保
険

証
の
写
し
を
添
付
の

上
、
同
封
の
封
筒
に

よ
り
返
信
し
て
く
だ

さ
い
。

　

申
請
書
を
提
出
し

て
い
た
だ
い
た
方
に

対
し
、
9
月
中
旬
に

受
給
者
証
を
送
付
し

ま
す
。

▼
そ
の
他

　

現
在
子
ど
も
医
療

費
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
に
は
、
新
し

い
有
効
期
限
に
更
新

し
た
受
給
者
証
を
9

月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。
令
和
3
年
10
月

以
降
は
新
し
い
受
給

者
証
を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係　

28
・
0
9
1
7　

Info

下
水
道
工
事
に
ご
協
力
を

　

四
面
堂
、
和
合
、
城
屋
敷
、
小
道
、
金
剛
地

区
に
お
い
て
、
令
和
4
年
3
月
ま
で
下
水
道
工

事
を
行
い
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
工
事
箇
所
・

周
辺
で
通
行
止
め
や
片
側
交
互
通
行
等
の
交
通

規
制
を
行
い
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

建
設
課
下
水
道
係

28
・
0
9
4
0

子ども医療費助成の拡大

助成内容 通院・入院に係る医療費の自己負担額を全額助成

利用方法 医療機関に「子ども医療費受給者証」を提示

受給対象者
（受給対象となる期間）

令和3年9月まで 15歳に達する年度の末日まで

令和3年10月から 18歳に達する年度の末日まで


